
　令和7年3月末日現在、103病院が宣言され、認定取得に向けて勤務環境改善への取組みを開始されています。
　宣言書は、随時受付中です。未宣言の病院は、まずは「いきいき働く医療機関宣言書」をセンターに提出しましょう。

いきいき働く宣言医療機関 （令和7年3月末日現在） ※表示はセンターへの宣言書到着順

〜勤務環境改善で人材確保・定着へ。
改善に向けてまずは宣言を！〜
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「いきいき働く医療機関宣言」 受付中！

京都医療労務管理相談コーナー
TEL 075-354-8844　FAX 075-354-8834

京都府医療勤務環境改善支援センター
TEL 075-354-8830　FAX 075-354-8834

業務時間
場　　所　

月曜日～金曜日（土日祝日、年末年始を除く）９時30分～ 17時30分
COCON烏丸８階（京都市下京区烏丸通四条下ル水銀屋町620番地）
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「京都いきいき働く医療機関認定制度」
¥¥～より働きやすい働きがいのある職場を目指して～
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いきいき働く認定医療機関（基本認定：令和7年3月末日現在）
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　当センターでは、平成29年1月から「京都いきいき働く医療機関認定制度」を開始しました。
　職員一人ひとりがいきいきと輝ける職場づくりに取組むことを宣言し、勤務環境改善に取組む病院をセンターが認定します。
　本制度により、自院の勤務環境における課題が明確になり、認定取得に向けた取組みを通じて職員のモチベーションを高め、さらには認定
取得により働きがい・働きやすさを広くアピールすることで、人材確保・定着に繋がります。
　センターでは、現在、下記の53病院を「いきいき働く基本認定医療機関」に認定しています。基本認定に必要な50項目が達成できましたら、
センターへ申請いただき、センターによる実施確認、認定審査会での審議を経て認定します。まずは取組みの初めとして宣言書をセンターにご
提出いただき、その後、基本50項目が達成できましたら、センターへ申請をお願いいたします。
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　2024年4月の医師の時間外労働上限規制の開始より間もなく１年が経過いたしますが、医師の働き方改革は継続して取組
む必要がある重要課題です。
　上記を踏まえ、医師の自己研鑽の取扱い、宿日直許可取得後の運用をはじめ、2024年4月以降における労働時間管理、勤務
間インターバル等の労務管理について、2025年2月10日（月）、ハートンホテル京都（ハイブリッド形式）にて、浅見 浩氏（特定
社会保険労務士・浅見社会保険労務士法人代表）を講師にお招きし、「2024年4月以降の医師の働き方改革における労務管理
について」をテーマにご講演頂きました。

医療勤務環境改善研修会
「2024年4月以降の医師の働き方改革における労務管理について」

病院内に滞在している時間

Ⅰ．労働時間管理の整理

実作業時間

手待ち時間

宿・日直時間

自己研鑽時間

仮眠時間

私用

休憩時間

自由時間

労働時間

手待ち的不活動時間 ➡ 労働時間
労働からの開放時間 ➡ 休憩時間
労働時間外の申請・確認なし ➡ 労働時間
労働時間外の申請・確認あり ➡ 労働時間でない
労基署長の許可なし ➡ 労働時間
労基署長の許可あり ➡ 労働時間でない

労働時間でない
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運営受託 ： 一般社団法人　京都私立病院協会運営受託 ： 一般社団法人　京都私立病院協会
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医療機関を対象とした勤務環境改善に関する研修会等を開催します。

勤務環境改善に関する研修会等の実施勤務環境改善推進員および社会保険労務士等のアドバイザーを
直接、医療機関へ派遣し、現状の勤務環境の把握、勤務環境改
善に関する相談・支援を行っています。
病院訪問：2病院

医療機関への病院訪問

「京都いきいき働く医療機関認定制度」を推進し、医療機関へ勤
務環境改善マネジメントシステムの導入の促進を図ります。

医療機関の勤務環境に係る実態把握
随時医業経営や労務管理のアドバイザーが医療機関からの勤務環境改善に関する相談、照
会等に対応すると共に、ニーズに応じて医療機関に勤務環境改善推進員、社会保険労務士
等のアドバイザーを派遣し、勤務環境改善のための取組みの支援を行っています。

勤務環境改善に取組む医療機関への個別支援・相談対応等

月
の
活
動
内
容

Ⅱ．副業・兼業の労働時間管理

Ⅲ．宿日直許可

労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。

「事業場を異にする場合」とは事業主を異にする場合をも含む。 ➡ 本業と副業・兼業先の労働時間を通算して、労働基準法を遵守
❶面接指導
● 2024年4月より時間外・休日労働が月100時間以上となることが見込まれる医師全員に対して面接指導実施医師が行う。
● 必要に応じて、労働時間の短縮、宿直の回数の減少、その他の適切な措置を行う。  ● 医療法第25条第1項に基づく立入検査により実施状況を確認する。

❷休息時間の確保
● 連続勤務時間制限28時間・勤務間インターバル9時間の確保・代償休息の付与 ➡ A水準は努力義務、B・C水準は義務（追加的健康確保措置）

副業・兼業を行う医師の労働時間管理

医師の健康確保措置について

立入検査項目について

夜勤と宿直

Ⅳ．その他

医師の自己研鑽について

当直手当の設定

▶ 連携Ｂ／Ｂ／Ｃ－1／Ｃ－2水準に該当する場合

主たる勤務先は、派遣先における勤務を含めて、時間外労働の上限規制、連続勤務時間制限、勤務間インターバルを遵守できるようなシフトを組む

※突発的な業務の発生も想定して時間設定をすること  ※代償休息の発生がなく、月100時間以上になる恐れもない場合は、翌月に1か月まとめての自己申告でよい

● 夜間の時間帯に実作業を伴う勤務　● 夜勤の時間は労働時間としてカウントし、休憩時間の適用あり
● 休憩時間以外の時間はすべて労働時間とみなされる

● 宿直の時間は労働時間としてカウントしない　● 宿直途中に通常と同様の業務を行った場合はその時間だけが労働時間
● 宿直は労働時間ではないので、連続勤務時間制限、勤務間インターバル規制等にも係らない
● 宿直勤務を行わせるためには所轄労働基準監督署長の許可が必要

夜 勤

宿 直

※なお、通算の定めは労働時間に限られており休憩、休日、年次有給休暇については、
　各事業場の定めがそれぞれ適用される。 （出典 ： 第8回医師の働き方改革の推進に関する検討会　参考資料3－1）

原則、主たる勤務先は、派遣先、バイト先における勤務を含めて、時間外・休日労働の上限、連続勤務時間制限、勤務間インターバルを厳守できる
ようなシフトを組む必要がでてくる。

❶主たる勤務先からの派遣によるもの

❶と同様の考え方を前提として、副業・兼業先の勤務予定を入れ、自己申告する
❷医師個人の希望に基づくもの

● 労働基準法第38条

● 労働基準局長通達（昭和23年5月14日）

▶ 研鑽の取扱い

2024年から
時間外労働 720時間までのところは 原則必要なし

一般則

960時間までのところは 努力義務
A水準

1860時間までのところは 義務
連携B、B、C-1、C-2水準

多くの病院が宿日直許可を取得したことにより、宿日直勤務中の実労働に対する時間外手当の取扱いを考える必要があるかもしれません。

医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方について（令和元年7月1日基発0701第9号労働基準局長通達）

宿日直許可のある勤務中でも、実労働に従事したときは、別途時間外手当を支払う必要があります。

1当直勤務あたり〇円
→当直時間中の実業務の
　有無に関わらず

従来 1当直勤務あたり
● 宿直手当 〇円　● 固定時間外手当 〇円（〇時間分の時間外手当）　合計 〇円
※上記設定の時間より長い実業務を行った場合は差額支給

宿日直許可後（例）

● 所定労働時間内 ➡ 当然に労働時間となる
● 所定労働時間外 ➡ 上司の明示・黙示の指示 無 ➡ 労働時間に該当しない
● 所定労働時間外 ➡ 上司の明示・黙示の指示 有 ➡ 労働時間に該当する

▶ 研鑽の労働時間該当性
● 業務上必須ではない  ● 自由な意思に基づき  ● 所定労働時間外に  ● 自ら申し出て  ● 上司の明示・黙示による指示なく行う  ● 自由参加
➡ 労働時間に該当しない
● 診療の準備  ● 診療に伴う後処理として不可欠なもの  ● 研鑽の不実施について就業規則上の制裁等課される  ● 業務上必須なもの  ● 見学中の診療
➡ 労働時間に該当する

▶ 労働時間該当性を明確化するための手続・環境整備

▶ 代償休息のルール

▶ 勤務間インターバルを確保した勤務シフト作成のルール

● 手続 医師 ➡ 労働時間に該当しない研鑽を行う申出をする（残業申請と一体でもよい）
　　　 上司 ➡ 業務との関連性・制裁等の有無・上司の指示の範囲の確認をする
● 環境整備  ➡ ・通常業務への従事を指示しない ・研鑽場所を設ける ・白衣を着用しないなど外形的に見分けられる措置・診療体制に含まれていないことを明確化する

・これらを書面等に示し、院内職員、医師本人にその内容を周知すること ・医師本人からの申出への確認や当該医師への指示の記録の保存（3年間）

✓宿日直許可のある宿日直に連続して9時間以上従事する場合は、9時間の連続した休息時間が確保されたものとみなします。
✓代償休息を付与することを前提として勤務シフト等を組むことは、原則として認められません。
✓個人が連続して15時間を超える対応が必要な業務（例：医療機関において、その医師にしか遂行することが困難である手術業務）が予定され
ている場合は、代償休息の付与を前提とした運用が認められます。ただし、その業務の終了後すぐに代償休息を付与する必要があります。

注意
点

勤務シフトを作成する際に、勤務間インターバルを次の2つの方法により確保しましょう。

❶始業から24時間以内に9時間の連続した休息時間を確保 （通常の日勤および宿日直許可のある宿日直に従事させる場合）
❷始業から46時間以内に18時間の連続した休息時間を確保 （宿日直許可のない宿日直に従事させる場合）

予定された9時間または18時間の連続した休息時間中に、やむを得ない理由により発生した労働（緊急対応）に従事した場合は、その労働時間に
相当する時間の代償休息を事後的に付与しましょう。

医師の働き方改革関連の検査項目について、提示が求められる資料の一覧は以下のとおり。立入検査を実施する機関によっ
て、提示を求める資料が異なる場合がありますので、その場合は、立入検査を実施する機関の指示に基づき対応してください。

✓代償休息は、翌月末までに付与します。
✓宿日直許可のある宿日直に連続して9時間以上従事する場合は、9時間の連続した休息時間が確保されたものとみなされますが、その間に通
常の勤務時間と同態様の労働が発生した場合は、代償休息を付与するよう配慮する必要があります。

注意
点

項　目 提示資料 対　象

1．面接指導の実施
　 （法第108条第1項）

● 直近1年間における月別の時間外・休日労働時間数が100時間以上となった医師の一覧
● 長時間労働医師面接指導結果及び意見書　● 面接指導実施医師養成講習会の修了証書

2．就業上の措置
　 （時間外・休日労働月100時間以上見込み）
　 （法第108条第5項）

● 直近1年間における月別の時間外・休日労働時間数が100時間以上となった医師の一覧
   （※1．「面接指導の実施」と同じ一覧）
● 措置の要否や措置の内容について記載された記録

3．就業上の措置
　 （時間外・休日労働月155時間超）
　 （法第108条第6項）

● 直近1年間における月別の時間外・休日労働時間数が155時間超となった医師の一覧
● 労働時間短縮のための必要な措置の内容について記載された記録

4．勤務間インターバル・代償休息
　 （法第123条第1項及び第2項）

● 特定対象医師の名簿
● 直近1年間のうち任意の1ヶ月分の勤務予定及び勤務時間の実績等の勤務状況が分かる資料

特定労務管理
対象機関

全医療機関

基本


